
JP 2015-36330 A5 2016.3.31

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第７区分
【発行日】平成28年3月31日(2016.3.31)

【公開番号】特開2015-36330(P2015-36330A)
【公開日】平成27年2月23日(2015.2.23)
【年通号数】公開・登録公報2015-012
【出願番号】特願2013-168477(P2013-168477)
【国際特許分類】
   Ｂ６６Ｂ  13/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６６Ｂ   13/30     　　　Ｄ
   Ｂ６６Ｂ   13/30     　　　Ｎ

【手続補正書】
【提出日】平成28年2月9日(2016.2.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　敷居に案内されるエレベータドアと、
　前記エレベータドアの戸当たり面の下端部に設けられ、前記エレベータドアの全閉時に
前記エレベータドアに挟まれた紐状の異物を検出する異物センサと、
　前記エレベータドアの戸閉とともに、前記敷居上に存在する前記紐状の異物を前記異物
センサの検知領域内の高さ位置まで持ち上げる持ち上げ手段と、
　を備え、
　前記持ち上げ手段は、前記戸当たり面の下端部から突出し、前記エレベータドアの全閉
時に戸当たり相手部内に収納され、上面に前記敷居の敷居溝から前記検知領域に向かう傾
斜面を有する押上げ部材からなることを特徴とするエレベータドア装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のエレベータドア装置において、
　前記戸当たり相手部の下端部に、前記エレベータドアの全閉時に前記持ち上げ手段を収
納するための収納空間である収納部を備えたことを特徴とするエレベータドア装置。
【請求項３】
　敷居に案内されるエレベータドアと、
　前記エレベータドアの戸当たり面の下端部に設けられ、前記エレベータドアの全閉時に
前記エレベータドアに挟まれた紐状の異物を検出する異物センサと、
　前記エレベータドアの戸閉とともに、前記敷居上に存在する前記紐状の異物を前記異物
センサの検知領域内の高さ位置まで持ち上げる持ち上げ手段と、
　を備え、
　前記持ち上げ手段は、
　前記エレベータドアの戸当たり面の下端部に前記エレベータドアの進行面に沿って回動
可能に取り付けられ、前記エレベータドアの戸開時に前記敷居の敷居溝内に位置する先端
部を有する回動アームと、
　前記エレベータドアの全閉直前に前記回動アームを回動させて前記先端部を前記検知領
域に上昇させる電動駆動部と、
　を有することを特徴とするエレベータドア装置。
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【請求項４】
　請求項３に記載のエレベータドア装置において、
　前記戸当たり面の下端部に、前記エレベータドアの全閉時に前記持ち上げ手段を収納す
るための収納空間である収納部を備えたことを特徴とするエレベータドア装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明に係るエレベータドア装置は、敷居に案内されるエレベータドアと、前記エレベ
ータドアの戸当たり面の下端部に設けられ、前記エレベータドアの全閉時に前記エレベー
タドアに挟まれた紐状の異物を検出する異物センサと、前記エレベータドアの戸閉ととも
に、前記敷居上に存在する前記紐状の異物を前記異物センサの検知領域内の高さ位置まで
持ち上げる持ち上げ手段と、を備え、前記持ち上げ手段は、前記戸当たり面の下端部から
突出し、前記エレベータドアの全閉時に戸当たり相手部内に収納され、上面に前記敷居の
敷居溝から前記検知領域に向かう傾斜面を有する押上げ部材からなることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また、本発明に係るエレベータドア装置において、前記戸当たり相手部の下端部に、前
記エレベータドアの全閉時に前記持ち上げ手段を収納するための収納空間である収納部を
備えることが好ましい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明に係るエレベータドア装置において、敷居に案内されるエレベータドアと、前記
エレベータドアの戸当たり面の下端部に設けられ、前記エレベータドアの全閉時に前記エ
レベータドアに挟まれた紐状の異物を検出する異物センサと、前記エレベータドアの戸閉
とともに、前記敷居上に存在する前記紐状の異物を前記異物センサの検知領域内の高さ位
置まで持ち上げる持ち上げ手段と、を備え、前記持ち上げ手段は、前記エレベータドアの
戸当たり面の下端部に前記エレベータドアの進行面に沿って回動可能に取り付けられ、前
記エレベータドアの戸開時に前記敷居の敷居溝内に位置する先端部を有する回動アームと
、前記エレベータドアの全閉直前に前記回動アームを回動させて前記先端部を前記検知域
に上昇させる電動駆動部と、を有することを特徴とする。
　また、本発明に係るエレベータドア装置において、前記戸当たり面の下端部に、前記エ
レベータドアの全閉時に前記持ち上げ手段を収納するための収納空間である収納部を備え
ることが好ましい。
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